
ごみと資源の出し方動画制作業務委託仕様書 

 

１ 委託業務名 

 ごみと資源の出し方動画制作業務 

 

２ 業務期間 

  契約締結日から令和８年３月３１日まで 

 

３ 業務の目的 

令和８年１０月から資源の出し方を変更することを周知するため、分別方法についての動画を制作するも

の。 

 

４ 制作内容 

令和８年１０月からの資源の分別が変わる内容について周知する。制度の変更内容については別紙報道提

供内容を参照。各区分の制度説明、分別方法の説明について、実物を使用しながら説明を実施する動画を制

作する。 

動画制作にあたってのナレーション収録やМＡ作業も含む。 

 

○令和８年１０月からの変更内容 

ア 「プラスチック資源の日」の区分新設 

イ 「資源の日」の紙類の中に「ミックスペーパー」の区分新設 

ウ 「ペットボトル・有害ごみの日」の区分・曜日新設 

 

５ 業務内容 

（１）動画の制作 

  ア 制作本数 

５本 

①フルバージョン（字幕あり）（５～１０分程度） １本 

②「①フルバージョン」の動画を各編（「４ 制作内容 ア～ウ」）の動画に分割したもの ３本 

③「①フルバージョン」のダイジェスト版（字幕あり）（３０秒～１分程度） １本 

の計５種類の動画を制作すること。 

  イ 規格 

動画のアスペクト比は１６：９横とする。ただし、それ以外のアスペクト比の動画を制作すること

を妨げるものではない。 

  ウ 完成品の納期 

    令和８年３月３１日まで 

（２）動画制作の企画及び実施に係る市との調整 

動画の完成までに進捗状況の確認、動画の内容確認及び修正指示の機会を少なくとも複数回設ける 

こと。 



ナレーション収録やＭＡ作業を実施する際は最低１回、発注者がスタジオ立会いを実施することとす 

る。また、スタジオ手配等の費用は受注者の負担として本委託業務に含めるものとする。 

（３）実施体制 

本仕様書に記載した業務を円滑かつ確実に実施することが可能な体制を整備すること。また、業務全 

体を統率する統括責任者及び進行管理者をおくこと。 

（４）出演者、収録場所の調整 

（５）収録当日の会場設営及び出演者対応、収録後の撤収等 

（６）収録データの編集 

（７）編集データ及び納品書の提出 

 

６ 成果物 

（１）映像関連納品 

  ア 映像データ一式 

    ・電子データ（ＭＰ４形式・フルＨＤ以上）            一式 

    ・一般的な家庭用プレーヤーでの再生が可能なＤＶＤ等（※）    ５枚 

※４Ｋ以上の高画質動画については、その画質等に対応した映像データによる納品とし、その方法

については別途調整する。 

  イ 本業務のため作成され、使用されるイラスト等（Jpeg または png データ） 

    ※本事業のＰＲ等に活用する可能性があるため 

 ウ その他発注者が指定するもの。 

 

（２）発注者の成果物の使用について 

   本成果物は相模原市ホームページや相模原市ごみ減量ＰＲ室チャンネルにて一部編集して公開する。 

  （参考）相模原市ごみ減量ＰＲ室チャンネル 

（https://www.youtube.com/channel/UCrvgIU0j9APcAwDPaV1CyTQ） 

 

７ 業務の一括再委託の禁止 

受注者は、本業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、業務の一部につい

て、あらかじめ発注者が認めた場合はこの限りではない。 

 

８ 守秘義務 

受注者は、本業務を行うにあたり、業務上知りえた情報を他に漏らし、又は自己の利益ために使用しては

ならない。また、業務終了後も同様とする。 

 

９ 環境配慮事項の遵守 

（１）「相模原市環境方針」の主旨を踏まえ、業務の実施において省資源・省エネルギーに取り組む等、環境

への負荷の低減を図るとともに、環境関連法令の規制等を順守すること。 

（２）業務の実施においては、廃棄物の減量化・資源化に取り組むとともに、廃棄物の処理にあたっては、

廃棄物の処理及び清掃に関する法律等、関連法令を遵守し、適正に処理すること。 

https://www.youtube.com/channel/UCrvgIU0j9APcAwDPaV1CyTQ


 

１０ 疑義の解釈 

本仕様書に定めのない事項及び記載事項に疑義が生じたときは、発注者と受注者の協議により定める。 

 

以 上 


